
生徒心得（抜粋）      

【校内生活について】 

◎自転車通学を希望する者は、自転車通学願を生徒指導部に提出し、「通学許可証」の交付を受けなけれ

ばならない。 

【校外生活について】 

◎アルバイト・運転免許取得は、原則として禁止する。 

【服装・身だしなみについて】 

服装についての基本的な心得について列挙するが、下記に明文化されていない細部についても華美を

避け、清潔質素を旨とし、節度ある服装を心がけること。 

◎冬服は、学校指定のブレザー、ズボン・スカート、長袖シャツ、ネクタイ・リボンとする。 

  夏服は、学校指定のズボン・スカート、半袖シャツ（男女別）とする。 

  ＜制服の着用について＞ 

※4月、12～3月は、冬服着用期間とし、原則としてブレザーを着用すること。   

※始業式や終業式、講演会などの公式行事にはブレザー・ネクタイ・リボンを着用すること。 

※5～11月は、気温や体調に合わせて冬服と夏服を選択し着用すること。 

※制服の加工（スカートを短く切るなど）は禁止する。加工した場合、制服の再購入となる。 

※スカート丈は膝にかかる長さとする。 

◎ベスト・セーター・カーディガンは学校指定のもののみとし、年間を通して着用してもよい。 

  上記は自由購入とする。 

◎くつ下は、華美でないものを着用する。 

◎靴は、スニーカーやローファーを使用すること。通学に適さないもの（スリッパ、サンダルなど）は禁止する。 

◎上履きは、学校指定のスリッパとする。 

◎かばんは、高価で華美なものは避け、実用的なものを使用する。 

◎寒さの厳しい季節には、コート、マフラー、手袋、タイツなどの防寒具を着用して通学してよい。ただし、高

価で華美なものは避け、高校生としてふさわしいものを着用すること。（革製品やデニム生地、光沢のあるも

のは避ける。）   

◎頭髪は、清潔にして簡素であること。アイロン等熱による色落ち、脱色、染毛、パーマ、巻き髪、エクステン

ションなど奇抜な髪型は禁止する。 

◎ピアス、ネックレス、指輪等の装飾品は身に着けないこと。 

  髪留めは、派手なものや大きいものは避け、実用的なものを使用する。 

◎化粧、マニキュア、カラーコンタクト等をしないこと。 

 

 


